
町からのお知らせ

　農業振興地域制度は、農業の振興を図るべき地域
を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措
置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ること
を目的として「農業振興地域の整備に関する法律」
により設けられた制度です。
　具体的には、国の策定する農用地等の確保等に関
する基本指針に基づき、県は農業振興地域整備基本
方針を策定するとともに「農業振興地域」を指定し、
市町村は農業振興地域整備計画を策定します。
　市町村の整備計画では、土地改良事業等による生
産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画のほ
か、集団的農地や農業生産基盤事業の対象地等の優
良な農地について「農用地区域」（「農振農用地」と
言います。）を定め、農業振興の基盤となるべき農
用地等の確保を図っています。
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　町では、土地利用状況の変化や社会情勢、農業情
勢の変化により、今後の町の農業振興のための整備
計画の見直しを計画しています。今後５年程度の期
間中に農地の除外や転用、あるいは農業振興上必要
な農地の整備等の計画をお持ちの方は、右記の期限
までに申出書を提出してください。
　農地は、無許可での農地以外への利用（「農地転用」
と言います。）が規制されています。また、「農振農
用地」に指定されている農地については、まずはそ
の区域指定の除外（「農振除外」と言います。）の手
続きを行い、その後、農地転用の手続きが必要とな
ります。

　なお、手続きをすればすべてに許可が下りるとも
限りません。まずは、最初に計画している農地がど
のような状況にあるのかをもう一度確認してくださ
い。確認については行政書士または産業振興課農業
振興係へご相談ください。
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※農振除外の手続きについて、通常行っている平成
29 年３月末日までの受付けは行いませんのでご
注意ください。

　   
▼  農振見直しに係る除外申し出期限

　    平成 29 年２月 17 日（金）
　    午後５時 15 分まで

　   ▼  提出場所　産業振興課農業振興係

　   ▼  提出書類　農振除外等計画事前申出書
　※書類は、産業振興課または町ホームページ
　　からダウンロードしてください。

　   ▼  添付書類　位置図、公図または
　　14 条地図、事業計画図

【問い合わせ】
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農業振興地域整備計画の
見直しを行います。

開発等の計画をお持ちの方は、一度ご相談ください。
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